
    309141 

 

 

指定訓練参加 

  

●財団助成金の対象となる研修機関、受給資格者要件は、連合財団公式サイトで確認下さい      

  財団助成金活用メリット 

 

 財団助成金活用手続の流れ   
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★★★ 財団助成金支給取扱機構★★★ 
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➊煩わしい事前申請手続、支給申請手続きなく、研修を開催できます。 

❷「開講日程規制」がなく、受講したい日に、直ちに開催できます。 

❸研修カリキュラムは、企業の意に沿う実益に即して自由に企画、開催できます。 

（時間設定自由、文言調整不要、自社のプログラム通称で申請可能） 

➍助成金の支給も、申請審査完了後 1 か月内に支給されます。 

 

 

訓練終了後 
2 か月内に 
申請下さい 

★★★ 財団助成金に関する相談は承認研修機関で受付ます。★★★ 

★★★AFF30-4★★★ 

 

 

財団より承認を受けた研修機関の企画主宰する訓練 

公的制度の枠外にある有益な実務指導型訓練 

（例）営業・経営実務指導型訓練、自主マイスター資格取得

研修、WEB、IT、IOT等実務コンサルティングのほか、企業の

訓練ニーズに即した訓練で承認を受けたもの 

財財団団助助成成金金のの対対象象訓訓練練   

 

 

 

 

 
※この助成金は、監理団体の共済委託事業により行われます。支給対象者は、
原則として監理団体の組合員、組合共済会員であることを要します。 
制度利用のための諸要件は、財団承認研修機関より、教示を受けて下さい。 

 

財財団団助助成成金金制制度度（（平平成成 3300 年年度度））  
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●集合型訓練 40％（上限 5万円/名） 

1 

2 
●団体実施型訓練 30％（上限 9万円/名） 

 

1 
 

財団監理団体の組合員及び、組合共済会員資格者 ●活用できる事業者 

財団監理団体の主宰監修を受けて承認研修機関が実施する研修 
（訓練、開講、運営要件監修等は、主宰監理団体が実施） 

●助成対象訓練 

組合員の従業員（雇用形態不問！役員等も対象とできます！） ●助成対象となる受講者 

初回届出、変更届出等、開講のための面倒な手続はありません。 ●財団助成金活用に関する手続 

指定研修受講終了後、2 か月以内に「受講証明書」のみで申請！ ●支給申請に関する手続 

財団助成金制度の概要   

●実務指導型訓練 10％ 


